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経営理念
「食」と「農」と「環境」を守り、地域の発展に貢献します。

＊地域農業戦略に基づき、農業所得の向上に努めます。
＊組合員・地域住民のくらしを守るため、総合力を発揮して各種事業活動を展開します。
＊経営の健全性の確立のため、ＪＡ経営の変革に努めます。

ＪＡ埼玉中央は地域社会の一員として、地域のみなさまと
ともに歩んで行きます。
　ＪＡ埼玉中央は、東松山市、比企郡、秩父郡東秩父村を区域として、
農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助（お
互いに助け合い、お互いに発展していくこと）を共通の理念として
運営される協同組織であり、地域農業の活性化に資する地域金融機
関です。
　ＪＡ埼玉中央では、皆さまからお預かりした大切な財産である「貯
金」を源泉として、資金を必要とする組合員の皆さま方や、地方公
共団体などにもご利用いただいております。
　ＪＡ埼玉中央は、組合員の皆さまへの奉仕はもとより、地域の皆
さまに様々な事業機能やサービスを提供することにより、農業や地
域経済社会の健全な発展に寄与することで社会的・公共的使命を果
たしてまいります。
　また、ＪＡ埼玉中央は、地域社会の一員としての責任を自覚し、
地域の各種行事や催事等への参画やＪＡの社会･文化的活動をとお
して、少しでも地域社会の発展や活性化のお役に立ちたいと思って
います。
　今後とも協同組合運動の理念である「一人は万人のために、万人
は一人のために」を念頭におき、より良き地域社会人として、組合
員の皆さまをはじめ地域社会の皆さまと一緒に歩んで行きたいと
思っています。
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■米袋がエコバッグに大変身！
　７月１日からのレジ袋有料化に伴い、生活組織
部では、直売所でお米を販売した際に出る米袋を
再利用したエコバッグ作りに取り組んでいます。
この手作りエコバッグは、タテの長さや持ち手の
部分の長さを変えることで様々な大きさ、形の
バッグを作ることが可能です。

■特殊詐欺撲滅に向けて
　８月11日、本店にて支店長ら32名を対象に特
殊詐欺対応研修会を行いました。東松山警察署の
講師は「詐欺被害に遭わないためには、知らない
番号からの電話には出ないことが一番。家の固定
電話は在宅中も留守番電話に設定して欲しい」と
話していました。

■「埼玉青なす」がテレビ取材！
　８月12日、ＢＳテレ東「おいしさのカタチ」
の取材を受け、ときがわ町互笑会が栽培する「埼
玉青なす」とＪＡ都幾川直売所が紹介されまし
た。番組では、直売所で青なすが陳列されている
様子や圃場での栽培風景、子供たちが青なすをお
いしそうに食べている様子などが放送されまし
た。

■稲刈り体験で食農教育！
　９月14日、食農教育出前講座として滑川町の
圃場で地元小学生94名を対象に稲刈り体験を実
施しました。新型コロナウイルスの影響で田植え
体験はできませんでしたが、児童たちは鎌の使い
方や稲の刈り方の指導を受けながら、手際良く刈
り取っていました。

■令和２年産米を初検査！
　９月上旬より、令和２年産米の検査が開始さ
れ、農産物検査員の資格を持つＪＡ職員が、整粒
歩合や被害米粒などをチェックし、等級格付けを
行いました。９月４日には、川島カントリーエレ
ベーターにてコシヒカリ60,960キロが搬入され
検査を行いました。

トピックス
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（単位：百万円）

貯　　金

貸 出 金

預 け 金

有価証券

1  売買目的有価証券
　　当ＪＡは、令和２年３月期及び令和２年９月期における売買目的有価証券の残高はありません。

2  満期保有目的の債券で時価のあるもの　

注１．時価は、９月末、期末における市場価格等に基づいております。

Ｒ1. 9月期 Ｒ2. 3月期 Ｒ2. 9月期

ＪＡ埼玉中央は、地域の多くのみなさまより信頼をい
ただき、貯金は2,928億円です。この大切な財産を、
安全性と流動性を重視して資金運用しております。

貸出金13％

預け金77％

有価証券10％

Ｒ2.9月期のＪＡ埼玉中央の運用資産構成

（単位：百万円）

（単位：百万円）

注１．貸出金には貸付留保金を控除しております。

令和２年３月期 令和２年９月期
貸借対照表
計上額 時　価 差　額 貸借対照表

計上額 時　価 差　額

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの 8,556 8,903 346 8,933 9,250 317

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの 1,198 1,180 △ 17 5,596 5,555 △ 40

合　　　計 9,755 10,084 328 14,529 14,806 276

3  その他有価証券　

令和２年３月期 令和２年９月期
取得原価また
は償却原価

貸借対照表
計上額 差　額 取得原価また

は償却原価
貸借対照表
計上額 差　額

貸借対照表計上額が取得原価
または償却原価を超えるもの 10,221 10,552 331 10,320 10,632 311

貸借対照表計上額が取得原価
または償却原価を超えないもの 2,395 2,370 △ 24 4,672 4,612 △ 60

合　　計 12,616 12,923 306 14,993 15,245 251

注１．貸借対照表計上額は、９月末、期末における市場価格等に基づいております。

4  金銭の信託
　　当ＪＡは、運用目的・満期保有目的・その他の金銭の信託にかかる契約はありません。

285,158

38,700

226,384

23,396

286,584

38,154

225,827

22,679

292,878

39,382

225,175

29,774
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　JA埼玉中央は、経営の透明性を高め、その健全性と安全性をご理解いただくために、金融再生法
に基づく開示債権の状況を開示するとともに、不良債権に対する保全状況を開示いたします。

不良債権に対する備えも充分です。

　JA埼玉中央は、国内基準（４％）の４倍以上で、国際基準（８％）を上回る17.14％の自己資本比
率と、126億円の内部留保（特別積立金）で、安定した経営を維持しています。

金融機関の経営健全性を示すバロメーター … 自己資本
比率も充分です。

 【用語の説明】
● 破産更生債権及びこれらに準ずる債権…破産・会社更生・民事再生等の事由により、経営破綻に陥っている債務者に対

する債権及びこれらに準ずる債権です。
● 危険債権…債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の

回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。
● 要管理債権…（1）３ヶ月以上延滞債権＝元金または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３ヶ月以上延滞し

ている貸出金のうち、破産更生債権等及び危険債権を除いた貸出債権です。
　　　　　　 　 （2）貸出条件緩和債権＝経済的困難に陥った債務者又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等

を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権のうち、破産更
生債権等、危険債権及び３ヶ月以上延滞債権を除いた貸出債権です。

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

Ｒ2. 3月期

自己資本額

自己資本比率

余　裕　額

Ｒ2. 9月期

  Ｒ2. 3月期
510
315
－

826
504
310

98.69
37,886
38,713

　　　債権区分と保全状況
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危　　険　　債　　権
要 管 理 債 権
　　　　　　小　　　計（A）
　　上記債権の担保・保証の額（B）
　　上記債権に対する貸倒引当金の額（C）
　　上記債権に対する保全率（B+C）／（A）
正　　常　　債　　権
　　　　　　合　　　　　計

保
全
状
況

自己資本額 自己資本比率

20,222 17.14
百万円

％

注）�Ｒ2.9月期の計数は、9月末の仮決算において3月期決算と同一に当ＪＡの資産査定要領により実施した自己査定結果、並びに
資産の償却・引当基準に基づき計上したものです。

％

  Ｒ2. 9月期
688
413
－

1,102
721
358

98.04
38,865
39,967

％

Ｒ2. 9月期の自己資本の状況

Ｒ2.9月期の計数は、仮決算結果に基づき、「農業協同組合等がその経営の健
全性を判断するための基準」(H18.3.28　金融庁・農林水産省告示第2号)
に準拠して算出していますが、半期利益については、前年度実績の２分の１
の外部流出予定額を控除して自己資本の額とし、オペレーショナルリスク相
当額はR2.3月期の係数を用いて算出しています。
余裕額は自己資本額の内、国際基準（８％）を上回る部分の金額となります。

20,126 20,222

17.22％

10,778

17.14％

10,786
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JA埼玉中央は、組合
員の皆さまや地域の
お客さまの着実な資
産づくりのお手伝いを
させて頂いています。 うち組合員数 27,616人

※JAにおける「組合員」とは？
　地区内にお住まいや勤務の方は組
合員になる資格があります。また、
組合員以外のお客さまへも一定の範
囲内でJAのサービスをご利用頂けま
すので、お気軽にお声掛けください。

　お客さまからお預かりした大切な
貯金・積金を、資金を必要とされて
いる組合員、地域にお住まいの方や
事業者の方々へ資金を適正に供給し、
農業や地域経済の活性化に寄与して
います。

地域への資金供給の状況
（貸出金に関する事項）

＊制度融資の実績
　農業近代化資金�　　34百万円
＊農業支援融資商品
　営農ローン／
　JA農機ハウスローン etc．
＊個人向けローン、事業者向け融資
　についても各種ご用意しています。

組 合 員
地公体等
そ の 他

33,107百万円
4,456百万円
1,819百万円

貸出金残高

39,382百万円

　当ＪＡでは、お客さまのニーズに
お応えするため、懸賞品付定期貯金
や公的年金お受取りの方を対象とし
た優遇金利定期貯金など特徴ある商
品をご用意していますが、今後も新
商品の開発やサービスの一層の充実
に向けて努力してまいります。

地域からの資金調達の状況

（1）「地域との共生」を基本理念に
小さな活動からを合言葉に、福祉、
スポーツや地域活動等の活動を通じ
て文化的、社会的貢献活動を展開し
ています。

（2）利用者ネットワークとして、各
種友の会や部会を設置し、さまざま
な活動を展開しています。

（3）のうきょうだより等の広報誌や
ホームページを通じて情報提供やご
意見を承っていますのでご利用くだ
さい。

［JA埼玉中央ホームページ］
 https://www.ja-sc.or.jp

文化的・社会的貢献に関する事項
（地域との繋がり）

貯金・積金残高

292,878百万円

　安全性と流動性を重視した安定収
益のため、JA県信連預金や国債等の
有価証券で運用しています。

貸出金以外の運用に関する
事項

※計数は、令和２年９月末現在です。なお、記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。
※記載内容、商品についてご質問等がございましたら、お気軽にお声掛けください。
※貸出金残高には貸付留保金を控除しております。

出 資 金

貯金・積金

2,341百万円

292,878百万円

常勤役員 6名
職員 434名
店舗数 24店
ＡＴＭ設置台数 36台
営農経済センター 3店舗
ガソリンスタンド 8店舗

（うちセルフ　7店舗）
直売所 9店舗 等

JA埼玉中央

JA県信連等預金残高

有価証券残高

225,175百万円

29,774百万円
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+
破綻未然

防止システム 貯金保険制度
破綻未然防止のための
JAバンク独自の制度

貯金者の保護のための
公的な制度

JAバンク・セーフティーネット

　JAバンクは、「破綻未然防止システム」と「貯金保険制度」により「JAバンク・セーフティーネット」を構築し、
組合員・利用者のみなさまに、より一層の「安心」をお届けしています。

組合員・利用者の皆さまに、
より一層の「便利」と「安心」
をお届けするための農協金融
システムが「JAバンクシステ
ム」です。このシステムに
一体的に取組むJAバンク
（JA・信連・農林中金）の金融
店舗には、「JAバンク会員マ
ーク」が掲示されております。

身近で便利  JA店舗身近で便利  JA店舗身近で便利  JA店舗
本　　　店	 TEL	0493-22-4036	 玉 川 支 店	 TEL	0493-65-1155

大 岡 支 店	 TEL	0493-39-1002	 鳩 山 支 店	 TEL	049-296-1255

唐 子 支 店	 TEL	0493-22-3347		 川 島 支 店	 TEL	049-297-1822

高 坂 支 店	 TEL	0493-34-3121	 中 山 支 店	 TEL	049-297-1807

野 本 支 店	 TEL	0493-22-1733	 三保谷支店	 TEL	049-297-1805

滑 川 支 店	 TEL	0493-56-2255	 出 丸 支 店	 TEL	049-297-1810

嵐 山 支 店	 TEL	0493-62-2012	 小見野支店	 TEL	049-297-1803

菅 谷 支 店	 TEL	0493-62-2003	 東吉見支店	 TEL	0493-54-1541

小 川 支 店	 TEL	0493-72-1100	 南吉見支店	 TEL	0493-54-1521

竹 沢 支 店	 TEL	0493-73-1872	 西吉見支店	 TEL	0493-54-1531

八和田支店	 TEL	0493-72-0558	 北吉見支店	 TEL	0493-54-1501

都幾川支店	 TEL	0493-65-1116	 東秩父支店	 TEL	0493-82-1241

2020 上半期ディスクロージャー誌　令和２年11月製作
JA埼玉中央（埼玉中央農業協同組合）　総務部
〒355-0011  東松山市加美町１番20号
TEL 0493-22-3321（代表）
【JAホームページ】https://www.ja-sc.or.jp
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